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東京国税局からの更正通知の受領について 
 
当社は、平成 25 年 6 月 26 日、東京国税局より、平成 20 年 3 月期から平成 24 年 3 月期

までの「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」を受領しました。 
更正された所得金額は約 17 億円で追徴税額は地方税等を含め合計約 7 億円と試算されます。 
 
更正通知の主たる内容は、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外基

準を満たしていないということに関するものですが、当社の香港子会社が主たる事業を主

としてどこで行っているかについての当社側の意見・説明に対し、当局の考え方を十分に

説明せずに唐突に課税処分を行ってきたものであり、当社としては誠に遺憾であり納得で

きるものではありません。当社は今回の更正処分を不服と考えており、不服申立てを行う

予定であります。 
 

以上 


